
第十九号書式（第十一条関係） 

 

変更後の認定事業基盤強化計画の概要 

 

 

１．変更の認定の日付 令和４年７月４日 

 

 

２．変更後の事業基盤強化計画認定番号 認定事業基盤強化計画第９号の３ 

 

 

３．認定事業基盤強化事業者の名称 

  株式会社名村造船所、佐世保重工業株式会社、函館どつく株式会社 

 

４．変更後の認定事業基盤強化計画の概要 

 

（１）事業基盤強化の実施時期 

開始時期：2021 年 11 月 

終了時期：2025 年 ３月 

 

（２）事業基盤強化の内容 

以下を通じ、グループ全体で生産性を向上させ、収益の安定性を強化する。 

 

○新造船事業： 

デジタル技術を活用した造船所のスマートファクトリー化等を通じて、 

設計・調達・建造のコストダウン及び品質の向上を図るとともに、 

・自社開発によるＬＮＧ燃料ばら積み船・タンカー、三菱造船㈱との連携に

よるＬＰＧ燃料大型ＬＰＧ運搬船、アンモニア燃料大型アンモニア運搬船

(名村造船所)、 

・最新鋭の低燃費ハンディ・バルカー、内航フェリー/Ro-Ro 船(函館どつく) 

といった環境対応型の船舶を開発・建造するほか、更なる低・脱炭素化や自動 

運航船に向けた研究開発にも積極的に取り組む。 

 

○修繕船事業： 

立地の優位性と合わせ、多種多様な設備を高度化し、引き続き艦艇修繕と

今後ニーズが高まる巡視船、米艦艇、ＬＮＧ船、フェリー等を新たに対象と

して、修繕船事業のラインナップを強化する。(佐世保重工業) 

 



〇事業の構造の変更： 

佐世保重工業及び函館どつくの財務内容の改善を通じ、その事業基盤の 

強化を図ることを目的として、名村造船所の支援により、佐世保重工業及び

函館どつくの債務の株式化（デッド・エクイティ・スワップ）を実施する。 

 

（３）事業基盤強化を行う場所の住所 

【新造船事業】 

佐賀県伊万里市黒川町塩屋５-１ 

株式会社名村造船所 伊万里事業所 

 

北海道函館市弁天町 20 番３号 

函館どつく株式会社 函館造船所 

 

【修繕船事業】 

長崎県佐世保市立神町１番地 

佐世保重工業株式会社 佐世保造船所 

 

北海道室蘭市祝津町１丁目 128 番地 

函館どつく株式会社 室蘭製作所 

 

 

（備考） 

「４．変更後の認定事業基盤強化計画の概要」中、認定事業基盤強化事業者の営業

上の秘密に該当する部分については、これを公表の対象として記載していない。 

 

  



別紙 

 

産業競争力強化法に基づく事業再編とみなされる事項 

 

（１）事業構造の変更、事業の分野又は方式の変更の内容、期待する支援措置 

 

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

法第 10 条第２項

第２号の要件 

  

 ト 出資の受

入れ 

 

チ 他の会社

の株式又は

持分の取得

（当該他の

会社が関係

事業者であ

る場合又は

当該取得に

より当該他

の会社が関

係事業者と

なる場合に

限る。） 

（佐世保重工業の債権株式化） 

株式会社名村造船所は、連結子会社である佐世保

重工業株式会社に対する債権の株式化（デッド・

エクイティ・スワップ）（佐世保重工業株式会社に

おいては出資の受入れ）を令和４年３月 29 日付

で実行する。 

 

①新株を発行する会社 

名称 ：佐世保重工業株式会社 

住所 ：長崎県佐世保市立神町１番地 

代表者：代表取締役社長 名村 建介 

増資前の資本金の額： 84 億 1,400 万円 

・株式の発行価額：105 億円 

・資本組入額 

資本金   ： 52 億 5,000 万円 

資本準備金 ： 52 億 5,000 万円 

増資後の資本金  ：136 億 6,400 万円 

 

なお、上記と同時に、佐世保重工業株式会社にお

いて増資後の資本金を１億円とする減資を行う。 

 

②株式を取得する会社 

名称 ：株式会社名村造船所 

住所 ：大阪府大阪市西区立売堀２丁目１番９号 

代表者：代表取締役社長 名村 建介 

資本金：81 億 3,500 万円 

 

 

 

租税特別措置法第

８０条第１項第１

号（認定事業再編

計画等に基づき行

う株式会社の資本

金の額の増加に係

る登記の税率の軽

減） 



（函館どつくの債権株式化） 

函館どつく株式会社において、株式会社名村造船

所を引受人とする優先株式による第三者割当増

資（現金出資型デット・エクイティ・スワップ）

を令和４年７月 14日付で実行する。 

 

①新株を発行する会社 

名称 ：函館どつく株式会社 

住所 ：北海道函館市弁天町 20 番３号 

代表者：代表取締役社長 関川 義紀 

増資前の資本金の額   ：47 億 4,600 万円 

・株式の発行価額の総額：30億円 

・資本組入額 

資本金      ：15 億円 

資本準備金    ：15 億円 

増資後の資本金     ：62 億 4,600 万円 

 

なお、上記と同時に函館どつく株式会社において

増資後の資本金を１億円とする減資を行う。 

 

②株式を取得する会社 

名称 ：株式会社名村造船所 

住所 ：大阪府大阪市西区立売堀２丁目１番９号 

代表者：代表取締役社長 名村 建介 

資本金：81 億 3,500 万円 

  



（２）労務に関する事項 

 

①事業基盤強化の開始時期の従業員数（2022 年 3 月末時点） 

 （名村造船所） 1,067 名 

 （佐世保重工業） 406 名 

 （函館どつく）   474 名 

 

②事業基盤強化の終了時期の従業員数(2025 年 3 月末時点) 

 （名村造船所） 1,108 名 

 （佐世保重工業） 374 名 

 （函館どつく）   480 名 

 

③事業基盤強化に充てる予定の従業員数 

 （名村造船所） 1,108 名 

 （佐世保重工業） 374 名 

 （函館どつく）   480 名 

 

④新規に採用される従業員数 

 （名村造船所）   71 名 

 （佐世保重工業）  4 名 

 （函館どつく）   23 名 

 

⑤事業基盤強化に伴い出向又は解雇される従業員数 

 解雇予定人員数なし 


